
 

○阿賀野市地域おこし協力隊設置要綱 

平成２７年２月２７日 

告示第２９号 

（趣旨） 

第１条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域力の維持及び強化を図

るために地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活性化に必要な施策を推進するとと

もに、本市への定住及び定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱（平成２１年３

月３１日付総行応第３８号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。）に基づき、

阿賀野市地域おこし協力隊（以下「協力隊」という。）を設置するものとし、協力隊

の隊員（以下「隊員」という。）の任命及び活動等に必要な事項を定めるものとする。 

（隊員の種別と身分） 

第２条 隊員の種別は次の号に掲げるとおりとし、その身分は、当該各号に定めるとお

りとする。 

（１） 任用型地域おこし協力隊員（以下「任用型隊員」という。） 地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号の規定により採用する会計年

度任用職員 

（２） 委託型地域おこし協力隊員（以下「委託型隊員」という。） 市が委託する法

人等の構成員又は個人事業主 

（任用又は委託） 

第３条 隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから市長が任用又は委嘱する。 

(１)  推進要綱第３（１）④に規定する者で、本市に住民票を異動し、当該住民票に

記載された住所に生活の本拠を置くことができる者。なお、該当する転出地及び

転入地については、別表のとおりとする。 

(２) 市内に１年以上滞在し、活動ができる者 

(３) 地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない者 

(４) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者 

(５) 普通自動車運転免許を有している者 

(６) 基本的なパソコンの操作ができ、情報の受発信ができる者 

（任務） 

第４条 隊員は、地域力の維持及び強化に資する次の各号に掲げる活動（以下「協力活

動」という。）を行う。 

(１) 農林水産業への従事活動 

(２) 地域資源（観光資源、特産品等）の発掘、振興に係る支援活動 

(３) 都市との交流、地域間交流及び他地域からの移住促進に関する活動 



 

(４) 産業振興及び産業創出に関する活動 

(５) 住民の生活、地域コミュニティに関する支援活動 

(６) 水源及び環境保全活動 

（７） スポーツ・文化に関する活動 

(８) その他市長が必要と認める活動 

（関連業務の委託） 

第５条 市長は、隊員の活動を適切に管理できると認める法人若しくは団体又は個人事

業主（以下「受入団体等」という。）に隊員の活動管理等を委託することができる。

この場合において、委託の内容（活動報告、委託料及び活動経費等を含む）について

は、受入団体等との協議により決定し契約するものとする。 

２ 市長は、予算の範囲内において、受入団体等に対し、委託料を支払う。 

（任用型隊員の任期） 

第６条 任用型隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとす

る。ただし、市長が必要と認めるときは、再任を妨げない。 

（任用型隊員の解任） 

第７条 市長は、任用型隊員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、解任す

ることができる。 

(１) 協力活動に必要な適格性を欠く場合 

(２) 心身の故障のため、協力活動の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場

合 

(３) 自己の都合により、解任願（第１号様式）を提出した場合 

(４) 法令に違反し、又は隊員活動を怠った場合 

(５) 隊員として、ふさわしくない行為等が有った場合 

(６) 市と協議することなく住民票を異動（市内の異動を除く。）した場合 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が隊員として適当でないと認めるとき。 

 

（任用型隊員の勤務条件） 

第８条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、阿賀野市会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年阿賀野市条例第１７号）の定めるところ

による。 

２ 任用型隊員の活動時間は、１日当たり７時間３０分とし、週３７時間３０分の活動

を原則とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前８時３０分から午後

５時までとし、休憩時間を正午から午後１時までとする。 

３ 前項の勤務時間帯については、協力活動の内容により、１日当たり７時間３０分を



 

超えない範囲で変更できるものとする。 

４ 任用型隊員の勤務日は、一般職の職員の例による。この場合において、市長は任用

型隊員に勤務を要しない日において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要す

るいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。 

 （任用型隊員の活動経費等） 

第９条 市長は任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。 

（委託型隊員の委嘱期間） 

第１０条 委託型隊員の委嘱期間は、１年以内とする。ただし、市長が必要と認めると 

きは、委嘱期間が終了したものに委託型隊員を再度委嘱することができる。 

 （委託型隊員の身分及び勤務条件） 

第１１条 委託型隊員の身分は、受入団体等に雇用される者とし、市と委託型隊員の間

に雇用関係は生じないものとする。 

２ 委託型隊員の勤務条件については、市と協議の上で、受入団体等が定めるものとす

る。 

 （委託型隊員の報酬等） 

第１２条 委託型隊員の活動に対する報酬等は、受入団体等が市からの委託料から支払

う。 

 （委託型隊員の解嘱） 

第１３条 市長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、委嘱

期間の途中であっても、受入団体等と協議の上で、委託型隊員の委嘱を取り消し、解任

することができる。 

(１) 協力活動に必要な適格性を欠く場合 

(２) 心身の故障のため、協力活動の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場 

  合 

(３) 自己の都合により、解任願（第１号様式）を提出した場合 

(４) 法令に違反し、又は隊員活動を怠った場合 

(５) 隊員として、ふさわしくない行為等が有った場合 

(６) 市と協議することなく住民票を異動（市内の異動を除く。）した場合 

（７） 受入団体等が業務委託契約の解除を申し出たとき。 

（８） 前各号に掲げるもののほか、市長が隊員として適当でないと認めるとき。 

 

（身分証明書） 

第１４条 隊員は協力活動を遂行するときは、身分証明書（第２号様式）を常に携帯し、

関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 



 

２ 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはなら

ない。 

３ 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければ

ならない。 

４ 隊員は、任期が満了し、又は解任されたときは直ちに身分証明書を市長に返還しな

ければならない。 

（協力活動に伴う市の支援） 

第１５条 隊員の住居に関する費用は、予算の範囲内において市がこれを負担し、又は

補助する。 

２ 協力活動に必要と認められる車両、物品等は、市がこれを貸与し、又は支給する。 

（任用型隊員の活動報告） 

第１６条 任用型隊員は、協力活動の状況について、協力活動日誌（第３号様式）に記

録しなければならない。 

２ 任用型隊員は、前項の協力活動日誌を添付のうえ、毎月１０日までに前月分の活動

内容を協力活動報告書（第４号様式）により市長に報告しなければならない。 

３ 任用型隊員は、当該年度の協力活動の終期に、実績報告書（第５号様式）に関係書

類を添えて市長に提出しなければならない。 

（秘密の保持） 

第１７条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

（市の役割） 

第１８条 市は、隊員が協力活動を円滑に実施できるよう、次の各号に掲げることを行

うものとする。 

(１) 協力活動における活動場所の調整及び住民への周知 

(２) 隊員の任期満了後の定住支援 

(３) その他隊員の円滑な活動に必要な支援 

２ 市長は、隊員の協力活動を支援するため、前項に規定する事務を法人又は団体に委

託することができる。 

（その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２７年３月１日から施行する。 

附 則（平成２９年告示第１０９号） 

この告示は、平成２９年６月１６日から施行する。 



 

附 則（令和２年告示第６０号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年告示第１６１号） 

この告示は、令和３年１１月２日から施行する。 

附 則（令和７年告示第１９１号） 

この告示は、令和７年９月２９日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

転出地 転入地 

三大都市圏内の都市地域 本市の全域 

三大都市圏内の一部条件不利地域のうち条件

不利区域以外の区域（指定都市を含む。） 

本市の全域 

指定都市（条件不利地域であるものを除く。） 本市の全域 

三大都市圏外の都市地域 本市の条件不利区域（笹神地区） 

三大都市圏外の一部条件不利地域のうち条件

不利区域以外の区域（指定都市を含む。） 

本市の条件不利区域（笹神地区） 

備考 

１ 三大都市圏とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、三重県、岐阜

県、大阪府、兵庫県、京都府、及び奈良県の区域（ただし、国勢調査令（昭和55 年

政令第98 号）によって調査した平成１７年１０月１日現在の市町村人口（平成１

７年１０月２日以降に行われた市町村の合併を経た市町村にあっては、合併関係

市町村における平成１７年１０月１日現在の市町村人口の合計をいう。）及び同

令によって調査した平成２７年１０月１日現在の市町村人口を用いて算出した人

口減少率が１１％以上である市町村の区域を除く）をいう。 

２ 指定都市とは、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、堺

市、神戸市、札幌市、熊本市、京都市、相模原市、仙台市、新潟市、静岡市、浜

松市、岡山市、広島市、北九州市及び福岡市の区域をいう。 

３ 条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３

年法律第１９号）、山村振興法（昭和４０年法律第６４号）、離島振興法（昭和

２８年法律第７２号）、半島振興法（昭和６０年法律第６３号）、奄美諸島群島

振興開発特別措置法（昭和２９年法律第１８９号）、小笠原諸島振興開発特別措

置法（昭和４４年法律第７９号）、沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４

号）に指定された市町村（特別区を含む。以下同じ。）をいう。 

４ 都市地域とは、条件不利地域に該当しない市町村をいう。 



 

５ 一部条件不利地域とは、条件不利地域のうち、全部条件不利地域以外の市町村

をいう。 

６ 全部条件不利地域とは、条件不利地域のうち、過疎地域に該当する市町村（一

部過疎を除く。）、奄美諸島群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別

措置法、沖縄振興特別措置法の対象地域・指定地域に該当する市町村、その区域

の全域が振興山村、離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域に該当する

市町村をいう。 

７ 条件不利区域とは、一部条件不利地域のうち、過疎地域とみなされる区域、振

興山村、離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域をいう。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 


